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一""桧
山形・コメ代金笘套庄内みどり庄古に県外珪土会が異航の俺
吉原吉堀合貝への圧力は「入梅接審@

""-"回
庄内みどり俺窩(油田面1が生産者の局珪栓くコメ蔽売代金の一部を差し引いたのは立法

だとして、億台何114人が正当な袖笘を求めた訴訟を遜り、原告団に加わる砲台仮に人権

使害を操り返しているとして、山形県弁度士会が后協に改善を求める鶴吉・妾宅田主出して

いたことが24日、分かつた。弁訂士会が折松葉件について勧告などを行うのは珍しい。

泉井憲士会は廣き取りなどの笘果、屋協が2o16年に部外枠のリストを作成して理事ら

に渡し・理オ5が咀会員を戸別坊面して折松参加を甘回するように求めたと笘走，章法に定

める@荻もを受ける桂利@を不当に何約しているなどとして9日付で文言を圧協に提出し

た。

揖査では、樺告や原告団に加わろうとする咀吉二ヘめ報復や妊がらせとみられる行あも硅

卸された。珪葉牡棄社の仮託牡俺だった租合黄は提訴後、圧招が雄監社に対し「宙託俺且が

韓吾の原音になつていて受益できない」と広告五まを取りやめると圧力を力斗すたため、同社
を辞めさるを驚なくなったという。

17@18年にほ、原告の穏舎兄らがユ協施投の会音室を使用する瞭、具体的埋由も示さ
ずに拒否していた。

泉井簸十全ぼ文何で、仁人前報を汚えいさせて垣吉二の人権を在害しているとして、リス

ト作成を俺り速さないよう勒告。軒役や心理的な圧迫で不当に提訴を妨げているとして、且
協と当時の穏合長、専務理コ・理手に対し、原告に加わろうとする穏合仮に不利益な扱いを

したり、参加毎回を求めたりしないように妾在した。

原告の億台何らが昨年Ⅰ2戸・葮窩に丑去に矩充委託したコメの教Ⅰ確諾む求めた億台員

がリス目ヒされ、提耳に向けた行動を咀億的に茸視・妨吉され桶けているなどとして大祐救
済を申し立てていた。

泉井ま士会は逗富、訴訟案作の一方にくみすることほないが・「ユ脇が公平さを欠く行幼

を続けている状況は打迫できす、迅速かつ使Ⅰに目責、判斬をすべきだと考えた@と説明し
た。庄脇の担当者は「何台・要望田の内容を仮とに桂村している」と話した・

訴訟は穏含貝4人がI6年、且窩に販売委託したコメの柚耳て約定Ⅰにない話稜穏を差し
引かれたとして、未払い金の支払いを求めて山形地裁濱田支部に提訴。原告団は段憶的に拡

大している・

。「""""一/"。"庄内みどり葮協@酒田市1にコメ販先代金の正当な俺伍を求めた生産吉らに対して、生活

クラフ生協連合会(東京@が取引停止をほのめかすなどして圧力をかけていた曲抽につい

て、生活クラフ連は24日、ホームページ上に「生産者の皆さまに大きな負担をかけたこと
を心苦しく思う@とする記事を矩益した。

記事によると、生活クラノ睡は20工7年に内部群青甘韻を韓Ⅰし、専務理コが生産者に

不迂切な発言をしたことを確報。生産者らが屋協を訴えた訴訟が柊ねった後、専務理事を処

分することを法定していたという・生産者らとの目係についてⅠ今後も生活ウラフ運の主要
産地として提挨を進めていく@とち強請した・
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